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第 3章　計画の基本方針

　本市では、食育の推進にあたって、基本理念を次のように定め、取組みを進めてい

くこととします。

基本理念を達成するため、次の 5つの基本目標を設定します。

(1)　市民一人ひとりが主体的に実践する
　　食を大切にすることは、私たち自身の健康の維持や子どもたちの健全な育成のた

　めに大変重要なことです。

　　このため、市民一人ひとりが、食に関するさまざまな課題を“自ら”の、あるい

　は“地域”の課題として捉え、できるところから実践していく主体的な取組みを目

　指します。

(2)　食で健康な体をつくる
　　生涯にわたって、健康な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための基本は、食

　生活にあります。

　　このため、乳幼児期からの望ましい食習慣の定着を図り、高齢期に至るまで、自

　分で「食」を選ぶ力を身につけるなど、食で健康な体をつくることを目指します。

(3)　食で豊かな心を育む
　　私たちは食べ物の命をいただくことにより生かされているということを、あらた

　めて認識するとともに、食の生産・流通・調理などに携わる人々の苦労や自然の恵

　みに対する感謝の気持ちをはぐくむ必要があります。

　　このような食を大切にする気持ちを涵
かんよう

養し、「いただきます」「ごちそうさまでし

　た」が自然に言えるような、食で豊かな心をはぐくむことを目指します。
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第 3章　計画の基本方針

１　計画の基本理念

 2　計画の基本目標


